
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）の一部を

改正する法律（平成２１年法律第３１号）について

Ⅰ 趣 旨

最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生してい

る状況にかんがみ、原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に

対する罰則を設ける等の措置を講ずる。

Ⅱ 主な改正の内容

１．目的規定の改正（第1条）

法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に

即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示する。

２．品質表示基準の遵守に関する規定の新設（第１９条の１３の２）

直罰規定の導入に伴い、製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の

品質表示をしなければならない旨を明文化する。

． （ ）３ 品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設 第１９条の１４の２

品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せて

その旨の公表を行う規定を設ける。

４．原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規

定の新設（第２３条の２）

品質表示基準において表示すべきこととされている原産地（原料又は材

料の原産地を含む ）について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者。

は、２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金、法人は１億円以下の罰金

に処するものとする。

Ⅲ 施行期日

公布の日（平成２１年４月３０日）から起算して３０日後（平成２１年５月

３０日 。）
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品質表示基準違反の場合の罰則までの流れ 

 

（又は任意調査） 

 

公 表〔業者名・違反事実等の公表＊3〕

指 導 

指導に従わなければ＊1 

指示に従わなければ＊2 

命令に従わなければ 

農林水産省（全国業者） 

地方農政局（ブロック域業者）

都道府県（都道府県域業者） 

農林水産省（大臣） 

＊1 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第 19条の 13第 1項及び第 2
項の規定に基づいて定められた飲食料品の品質表示基準の違反に係る同法第 19条
の 14の指示及び指導並びに公表の指針（平成 21年 1月 29日） 

 

 

公 表〔業者名・違反事実等の公表＊3〕

公 表 

「常習性がなく過失による一時的な

ものであることが明らかであり」、か

つ、「違反事業者が直ちに改善方策を

講じている」場合＊1 

消費者利益の保護の観点から、違反

の事実を早急に公表する必要性が高

い場合＊1 
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 罰 則【新設】（ＪＡＳ法 23条の 2・29条 1項 1号）  

個人：2年以下の懲役又は 200万円以下の罰金 
法人：1億円以下の罰金 

品質表示基準違反 

＊2 平成 14年の改正前までは、「指示」に従わなければ「公表」、「公表」後もなお指示
に従わなければ「命令」と、現在よりも罰則までの段階が一段階多くなっていた。

命 令〔指示に従うよう命令〕 

（ＪＡＳ法 19条の 14第 3項） 

 指 示〔是正の指示〕 
（ＪＡＳ法 19条の 14第 1項） 

 

 

 

 

 

 罰 則   （ＪＡＳ法 24条 8号・29条 1項 1号） 

個人：1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 
法人：1億円以下の罰金 

 立入検査 （ＪＡＳ法 20条 2項）

＊3 現在、公表は、特に明確な法律上の根拠規定によらずに行われているが、今回の改
正によって法律上の根拠規定を設け、公表の義務を明確化する。 


